
各項目について、虚偽申告が無くかつ同意、誓約する場合には申請画面の「同意・誓約しま

す」にチェックを入れてください。  

 

□本申請書兼請求書の記載内容は、事実に相違ありません。また、貨物自動車運送事業法又

は貨物利用運送事業法に基づく許可、認可、届出のとおりです。                

 

□本申請において報告数値等に虚偽があった場合は、本補助金の支払いを中止され、交付を

受けた本補助金を返還することに同意します。                

 

□公益社団法人熊本県トラック協会（以下「協会」といいます。）又は協会が委託する事務

局（以下「事務局」といいます。）より、根拠資料の提出依頼があった場合は、速やかに提

出に応じることに同意します。                

 

□協会から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。 

                

□申請事業所の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等は、熊本県暴力団

排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団、同条第 2 号に規定する暴力団員、同条第 3 号に

規定する暴力団員等又は同条第 4 号に規定する暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来

にわたっても該当しません。協会が必要と判断した場合は、申請者の個人情報（法人の場合

は代表者のもの）を熊本県警察本部長に提供することに同意します。また、上記の暴力団、

暴力団員、暴力団員等及び暴力団密接関係者が、申請事業所の経営に参画していません。                

 

□申請に当たり提供した情報について、国又は地方公共団体から協会に対して、その所管す

る事務に必要な範囲で提供の依頼があった場合、協会が提供することに同意します。 

 

□県税に未納がありません。 


